
掌娃
・
謡

鳥

反

民

権
論

土
佐
古

と

勤
王

そ党

の
基
盤

の
分

析

一
、
∴

後
　
　
藤

靖

一
、

二
、

三
、

四
、

五
、

　
　
目
　
　
次

　
は
　
し
　
が
　
き

討
幕
派
の
解
体
（
以
上
本
号
）

古
勤
王
党
の
結
成
（
以
下
次
号
）

古
勤
王
党
の
展
開

古
勤
王
党
の
分
裂
と
解
体

そ
の
経
済
的
基
盤

　
　
　
地
租
改
正
と
郷
士
制
度

吉
、
一

＾

一
へ
、

．
』
一

反
氏
権
諭
と
そ
の
基
撃

（
後
藤
）

１
　
総

〃

夢
中

駄 、
二

中
終
一

灘
」
繁

，
卍
撃

｝
、

１
葦欝 　

，
紡

ふ
、
一
、
灘

’
岬
皇

（
七
〇
七
）

咄
一
弘
、



立
Ａ
叩
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）

二
　
（
七
〇
八
）

は
　
し
　
が
　
き

　
日
本
に
お
け
る
統
一
国
家
形
成
の
歴
史
的
起
点
は
、
　
い
う
ま
で
も
な
く
明
治
緯
新
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
緯
新
の
過
程

を
、
何
よ
り
も
中
央
集
権
体
制
創
出
の
第
一
階
梯
と
し
て
把
握
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
太
政
奉
還
↓
版
籍
奉
還
↓
廃
藩
置
県
の
一

連
の
動
向
に
よ
っ
て
結
晶
す
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
権
力
体
系
の
創
出
遇
程
は
、
地
租
改
正
に
よ
る
経
済
的
基
礎
構
築
に

よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
統
一
国
家
形
成
の
仕
方
そ
の
も
の
の
な
か
に
、
わ
た
し
が
当
面
問
題
に
し
よ
う
と
す
る
反
政
府
勢
力
成
長
の
必

然
性
が
、
同
時
に
内
在
し
た
の
で
あ
る
。

　
明
治
四
年
七
月
十
四
日
、
木
戸
孝
允
は
権
力
形
成
の
過
程
に
っ
い
て
、
何
物
も
そ
れ
以
上
っ
け
足
す
必
要
の
な
い
ほ
ど
充
分
に
、

日
記
に
書
き
っ
け
て
い
る

　
朝
廷
徴
力
に
し
て
各
藩
各
心
或
は
接
夷
と
云
或
は
鎮
国
と
云
或
は
開
国
と
云
当
日
是
を
統
一
す
る
遠
謀
な
く
ん
は
天
下
の
瓦
解
日

　
を
刻
し
得
っ
べ
し
依
っ
て
余
郡
県
の
策
を
定
め
三
条
岩
倉
公
に
馨
言
す
決
し
て
不
可
行
の
言
あ
り
叉
僅
々
の
同
志
に
相
謀
或
は
獣

　
し
て
不
語
或
は
期
難
故
に
余
一
の
謀
略
を
設
け
今
日
諾
侯
の
封
土
皆
朝
敵
徳
川
よ
り
授
与
す
る
の
姿
に
し
て
天
子
の
璽
章
を
不
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
）

　
於
子
此
は
益
明
大
不
正
名
分
は
如
何
立
天
下
哉
と
依
て
版
籍
奉
還
の
説
を
主
張

　
さ
ま
ざ
ま
な
態
様
を
と
る
討
慕
派
諾
勢
カ
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
の
な
か
で
、
一
っ
の
進
路
を
見
出
し
、
強
行
す
る
こ
と
。
そ
の

一
っ
の
進
路
は
、
す
で
に
岩
倉
に
よ
っ
て
明
治
元
年
正
月
宣
言
Ｈ
布
設
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
君
臣
ノ
道
上
下
ノ
分
ヲ
明
ヵ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

ニ
シ
テ
富
強
ノ
基
本
ヲ
蟄
固
ニ
シ
国
家
ノ
運
勢
ヲ
興
隆
ス
ル
」
こ
と
、
と
。
木
戸
は
こ
の
宣
言
を
、
こ
う
潤
色
す
る

一山…
｝

｛
１

」



皇
国
一
致
と
申
処
元
よ
り
無
覚
東
随
而
気
脈
等
も
各
々
と
相
成
天
下
之
一
方
を
以
外
に
当
り
候
処
如
終
六
ケ
敷
依
而

鋼
廷・

譲
刈

　
皇
国
如
此
之
体
と
相
成

　
朝
廷
之
御
基
本
に
奉
基
各
々
順
々
に
肩
を
な
ら
し
一
体
一
力
を
以
共
に

　
皇
国
を
緯
持
仕
候
と
き
は
五
洲
強
大
何
そ
終
に
恐
る
・
に
足
ら
ん
と
存
候
一
念
に
御
座
候
誠
に
以
機
易
難
来
今
日
よ
り
悪
る
ぐ
せ

　
が
出
来
候
と
必

　
大
政
一
新
も
名
而
已
に
成
果
可
申
歎
と
深
く
苦
心
仕
候

　
皇
国
之
御
緯
持
不
相
成
事
に
御
座
候
得
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

　
大
政
一
新
も
幕
政
も
同
様
二
而
五
十
歩
百
歩
歎
と
奉
存
候

　
っ
ま
り
、
木
戸
に
と
っ
て
、
当
面
の
目
標
は
、
天
皇
を
中
心
と
す
る
－
建
国
始
末
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
え
て
「
謀
略
」
を
以
て

遂
行
す
べ
き
最
要
の
事
業
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
彼
を
し
て
い
わ
し
む
れ
ば
、
こ
の
「
上
に
其
権
を
握
し
、
平
均
之
勢
を
作
成
し

　
　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
（
七
〇
九
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
人
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
、
　
．
　
　
・
　
　
　
　
一



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
（
七
一
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
、
、

妨
く
る
も
の
は
忽
ち
一
刀
両
断
と
申
処
は
ど
こ
ま
で
不
可
失
事
」
が
必
要
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
を
行
う
た
め
に
は
、
　
「
誰
歎
一
時

・
・
・
・
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

之
権
を
専
ら
に
し
事
を
万
生
に
期
し
死
生
之
間
に
立
懲
悪
挙
善
天
下
之
耳
目
一
動
一
新
」
さ
せ
る
独
裁
を
回
避
で
き
な
い
。
誰
が
そ

の
独
裁
者
に
な
る
か
。
そ
し
て
こ
の
独
裁
制
が
確
立
し
た
と
き
、
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
反
独
裁
者
を
生
み
だ
す
時
点
と
も
な
る

の
で
あ
る
。

　
木
戸
の
構
想
に
よ
れ
ば
、
そ
の
独
裁
制
は
、
岩
倉
・
大
久
保
・
木
戸
を
中
心
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
の
書

翰
集
を
開
け
ば
、
西
郷
や
板
垣
ら
に
あ
て
た
文
書
は
一
通
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
に
反
し
て
、
岩
倉
と
大
久
保
に
は
、

大
胆
に
白
已
の
所
信
を
披
渥
し
、
賛
同
を
求
め
て
い
る
。
版
籍
奉
還
－
廃
藩
置
県
－
地
租
改
正
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
権
力
老
に
よ

っ
て
遂
行
さ
れ
た
。

　
こ
の
強
行
過
程
は
、
薩
・
長
・
土
・
肥
四
藩
の
藩
主
と
討
幕
派
主
導
老
を
、
権
力
機
構
に
補
完
し
な
が
ら
万
全
を
期
し
て
、
お
し

す
す
め
ら
れ
た
。
そ
の
機
構
を
っ
ら
ぬ
く
も
の
は
、
す
で
に
多
く
の
人
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
岩
倉
－
大

久
保
－
木
戸
の
頑
強
な
コ
ー
ス
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
独
裁
者
と
こ
の
機
構
の
単
な
る
粉
飾
著
に
過
ぎ
な
い
西
郷
・
板
垣
等
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
６
）

対
立
は
、
　
「
盤
上
一
盃
之
敗
を
敢
候
歎
叉
勝
を
敢
候
歎
」
と
ま
さ
に
死
活
の
深
刻
さ
を
も
っ
て
、
爆
発
し
た
。
征
韓
論
は
そ
の
決
定

的
対
立
の
極
点
を
示
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
対
立
を
ふ
く
み
な
が
ら
も
、
統
一
国
家
１
１
絶
対
主
義
国
家
形
成
の
専
制
著
に
よ
る
推
進
は
、
政
府
部
内
だ
け
で
な
く
、

政
府
と
諾
藩
１
１
県
と
の
対
立
を
拡
大
す
る
道
で
も
あ
っ
た
。
征
韓
論
決
裂
を
起
点
と
す
る
士
族
叛
乱
と
県
の
わ
く
を
の
り
こ
え
て
国

民
的
運
動
に
ま
で
展
開
し
た
白
由
民
権
運
動
の
、
二
つ
の
強
烈
な
反
政
府
闘
争
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
こ
の
二
っ
の
反
対
派
を
、
伺
じ
持
点
で
党
的
箱
合
に
ま
で
発
撰
さ
せ
た
典
型
は
、
土
佐
藩
で
あ
ろ
う
。
土
佐
に
お
け
る
民
権
運
動



●

○
展
既
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
弧
の
機
会
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
し
、
ま
た
続
稿
と
し
て
再
意
し
て
い
る
の
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

つ
の
士
族
叛
乱
の
系
列
に
つ
な
が
る
、
土
佐
古
勤
王
党
を
中
心
と
し
て
、
分
析
を
進
め
た
い
と
恩
う
。

こ
こ
で
ぱ
い
ま
一

註
（
１
）
　
「
木
戸
孝
允
日
記
」
第
二
巻
、
七
〇
一
頁
。

　
（
２
）
　
『
岩
倉
公
実
記
」
申
、
六
八
二
頁
。

　
（
３
）
　
「
木
戸
孝
允
文
書
』
第
三
、
一
六
八
－
一
七
六
頁
、
明
治
元
年
十
月
十
五
日
野
村
素
介
宛
書
翰
。

　
（
４
）
右
同
書
第
三
、
三
九
三
頁
、
明
治
二
年
七
月
十
日
大
村
益
次
郎
書
翰
。

　
（
５
）
右
同
書
第
四
、
一
〇
三
頁
、
明
治
三
年
八
月
十
日
三
条
実
美
宛
書
翰

　
（
６
）
　
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
五
巻
、
一
七
三
頁
、
明
治
六
年
十
一
月
廿
四
日
税
所
篤
宛
書
翰

　
（
７
）
　
わ
た
し
は
、
す
で
に
七
年
前
に
、
西
郷
的
ラ
イ
ソ
を
郷
士
的
反
対
派
と
規
定
し
て
よ
か
ろ
う
と
い
う
仮
説
を
立
て
た
こ
と
が
あ
る
（
『
白
由

　
　
民
権
運
動
と
諸
階
級
』
人
文
学
報
１
）
。
そ
の
仮
説
に
は
全
く
答
え
き
れ
な
い
ま
ま
に
過
し
て
き
た
。
こ
の
責
任
を
本
稿
で
果
し
た
い
と
思
う
。

　
　
行
論
申
に
明
ら
か
に
す
る
よ
う
に
、
土
佐
古
勤
王
党
は
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
は
な
い
に
し
て
も
、
本
質
的
に
は
酉
郷
派
的
存
在
で
あ
る
。

　
〔
附
記
〕
　
本
稿
は
、
池
田
敬
正
氏
と
の
二
年
来
の
共
同
研
究
「
土
佐
藩
政
改
革
よ
り
民
権
運
動
へ
」
の
一
部
分
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
あ
ざ
。

　
　
こ
の
共
同
研
究
に
さ
い
し
て
、
堀
江
英
一
先
生
や
平
尾
道
雄
先
生
は
じ
め
高
知
大
関
田
英
里
さ
ん
、
京
大
経
済
学
部
堀
江
ゼ
ミ
ナ
ル
学
生
諸
君
の

　
　
な
み
な
み
な
ら
ぬ
御
援
助
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
。

討
　
幕
派

の
　
解

体

明
治
七
年
の
は
じ
め
、
土
佐
藩
出
身
の
司
法
大
丞
佐
々
木
高
行
が
派
遣
し
た
腹
心
の
密
偵
は
、
当
時
の
高
知
県
の
政
情
に
つ
い

　
　
て
、
次
の
よ
う
な
「
復
命
」
を
よ
せ
た
。

　
　
　
　
　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
占

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凸

こ
ト
に
終
ピ
ダ
巨
パ
己
ド
い
’
ギ
Ｌ
ピ
ギ
．
ギ
∴
ポ
∴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
（
七
二
）

７
紙
．
∴
汽
・
、
＝
む
－
，
ヂ
ゼ
ダ
霞

・
．
，



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
（
七
一
二
）

　
県
内
大
凡
三
党
に
分
れ
、
一
は
尊
接
を
称
え
、
癸
亥
前
後
上
り
苦
心
す
る
の
徒
に
て
、
右
は
共
和
政
治
又
は
耶
蘇
を
開
く
等
の
議

　
起
り
、
朝
廷
不
安
の
事
あ
ら
ば
、
直
ち
に
閥
下
に
馳
せ
っ
く
る
決
心
の
論
に
て
、
此
度
解
兵
の
挙
動
を
悪
み
、
名
義
の
論
を
唱

　
え
、
彼
徒
に
煽
動
せ
ら
れ
ぬ
よ
う
大
い
に
注
意
す
。
一
は
佐
慕
論
の
徒
に
て
、
右
は
今
以
っ
て
朝
廷
あ
る
を
知
ら
ず
、
ひ
た
す
ら

　
旧
主
報
恩
の
議
論
を
噌
え
て
相
党
与
し
、
実
は
板
垣
・
後
藤
等
に
私
怨
を
挟
み
、
此
度
板
垣
氏
等
旧
主
家
禄
の
金
を
以
て
商
法
を

　
為
し
損
し
大
金
を
失
い
し
よ
り
益
々
怨
怒
を
増
長
、
表
は
旧
主
安
否
を
問
う
を
以
っ
て
名
と
し
、
巨
魁
三
四
名
上
京
す
。
　
一
は

　
、
　
、
　
、
　
、
（
１
）

　
解
兵
の
徒
。

一
こ
の
探
索
に
盛
ら
れ
た
内
容
は
、
そ
の
要
求
な
り
あ
る
い
は
階
層
分
析
の
点
か
ら
い
っ
て
、
決
し
て
充
分
な
も
の
で
は
な
い
に
し

て
も
、
高
知
県
下
に
お
け
る
政
治
的
情
況
の
大
要
を
正
し
く
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
引
用
文
中
の
「
尊
嬢
云
々
」

は
東
西
の
諾
郡
に
蠕
居
す
る
古
勤
王
党
を
、
「
佐
幕
論
云
々
」
は
旧
上
士
層
か
ら
な
る
守
旧
派
１
１
静
倹
杜
を
、
「
解
兵
の
徒
」
は
「
其

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
）

盟
主
な
る
も
の
、
林
有
造
・
片
岡
健
吉
・
高
屋
佐
兵
衛
」
に
し
て
、
　
「
内
は
新
政
府
を
傲
死
し
、
外
征
韓
の
議
を
唱
え
」
る
も
の
Ｈ
立

志
杜
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
て
、
明
治
七
年
に
は
、
古
勤
王
党
・
齢
倹
杜
・
立
志
杜
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
独
自
の
政
治
的
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
従
っ
て
、
さ
き

に
述
べ
た
絶
対
主
義
国
家
形
成
者
た
ち
の
「
謀
略
」
に
、
対
抗
す
る
旗
幟
を
鮮
明
に
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
三
つ
の
反
政
府
党
派
は
系

譜
的
に
み
れ
ば
、
幕
末
－
緯
新
期
に
は
二
つ
の
相
闘
う
潮
流
と
し
て
、
藩
の
内
部
で
対
抗
し
て
い
た
。
佐
幕
派
と
討
幕
派
が
そ
れ
で

あ
る
。
古
勤
王
党
と
立
志
杜
と
は
、
か
っ
て
は
討
慕
派
と
し
て
統
一
さ
れ
た
政
治
目
標
の
も
と
に
、
と
に
も
か
く
に
も
連
合
戦
線
を

し
い
て
い
た
。
そ
の
討
幕
派
が
た
と
え
池
田
敬
正
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
復
古
党
と
勤
王
党
と
の
徴
妙
な
連
合
体
で
あ
っ
た
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
）

し
て
も
、
討
幕
と
い
う
基
本
課
題
の
う
え
で
は
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
の
連
合
体
１
－
討
幕
派
が
、
明
治
七
年
と
い
う
早
々
の
時
期
に
、

Ｊ



古
勤
王
党
と
立
志
杜
と
に
分
裂
Ｈ
対
抗
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ち
が
っ
た
立
場
か
ら
岩
倉
．
大
久
保
．
木
戸
の
ま
さ
に
「
有
司
専
制
」
に

対
決
し
て
い
る
。

　
こ
の
土
佐
討
幕
派
の
分
裂
１
１
解
体
は
、
決
し
て
明
治
七
年
と
い
う
時
点
で
の
、
で
き
ご
と
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
過
程
は
、
複
雑

な
展
開
を
示
し
な
が
ら
、
す
で
に
早
く
か
ら
繭
し
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
分
裂
傾
向
は
、
藩
内
に
お
け
る
政
策
上
の
対
立
ば
か
り
で

な
く
、
中
央
政
府
の
統
一
国
家
構
築
の
「
始
末
」
そ
の
も
の
に
も
淵
源
し
て
い
る
。

　
そ
こ
で
、
当
面
の
課
題
に
即
し
な
が
ら
、
こ
の
解
体
遇
程
を
要
約
的
に
簡
単
に
述
べ
て
お
こ
う
。
そ
れ
ぞ
れ
の
詳
し
い
分
析
は
、

何
れ
機
会
を
改
め
て
行
う
こ
と
に
す
る
。

１

　
さ
て
、
上
佐
藩
討
幕
派
の
解
体
の
き
ざ
し
を
、
わ
た
し
は
明
治
二
年
の
藩
政
改
革
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

　
明
治
二
年
の
藩
政
の
実
権
を
掌
握
し
て
い
た
の
は
、
三
月
二
十
五
日
家
老
格
に
昇
進
し
た
板
垣
退
助
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
彼
の
背

後
に
は
、
中
央
政
府
の
参
与
後
藤
象
二
郎
が
一
切
の
指
令
を
発
す
る
黒
幕
と
し
て
ひ
か
え
て
い
る
。
こ
の
後
藤
－
板
垣
ラ
ィ
ン
は
、

版
籍
奉
還
を
、
四
藩
主
連
盟
に
よ
っ
て
建
議
さ
せ
る
と
い
う
「
建
国
始
末
」
の
僑
渡
し
役
に
さ
せ
ら
れ
て
以
来
、
　
「
謀
略
」
家
木
戸

！
大
久
保
ラ
ィ
ン
の
賛
助
著
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
た
。
政
府
参
与
後
藤
に
ひ
き
ず
ら
れ
、
叱
陀
さ
れ
っ
つ
、
板
垣
は
絶
対
主
義
権

力
構
築
の
準
備
作
業
に
と
り
か
か
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
明
治
二
年
三
月
十
三
日
、
「
最
早
不
忍
の
情
を
捨
て
断
然
大
改
革
申
付
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
４
）

け
、
自
ら
「
変
通
の
活
眼
を
開
」
こ
う
と
い
う
藩
政
改
革
は
か
・
る
志
向
の
所
産
な
の
で
あ
る
。

　
改
革
は
、
家
老
以
下
足
軽
に
至
る
ま
で
の
「
削
禄
」
と
知
行
地
の
「
御
蔵
地
」
編
入
を
二
大
眼
目
と
し
て
行
わ
れ
た
。
当
面
の
わ

　
　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
　
（
七
ニ
ニ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
♂

　
　
　
　
・
’
、
　
　
’
∴
　
・
　
・
　
工
　
　
－
ヂ
　
．
．
：
一
二
　
－
一
－
　
’
占
ン
　
　
・
・
－
　
■
　
一
　
．
、
ド
主
　
　
　
∴
：
ｉ
　
．
ヨ
∴
１
■



　
　
立
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済
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五
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八
　
（
七
一
四
）

た
し
の
課
題
に
と
っ
て
、
こ
の
二
っ
の
う
ち
の
後
老
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
知
行
地
撤
廃
が
ど
の
よ
う
な
歴
史
的

意
味
を
も
っ
た
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て
ご
く
簡
単
に
指
摘
し
て
お
こ
う
。
こ
の
「
御
蔵
知
」
編
入
に
つ
い
て
、
谷
干
城
は
簡
潔
に

次
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
。

　
此
改
革
に
依
り
一
方
の
領
地
を
有
し
生
殺
与
奪
を
も
専
決
し
厳
然
一
講
侯
の
勢
あ
り
し
深
尾
鼎
も
僅
々
二
千
石
の
四
つ
物
成
な
れ

　
ば
実
米
八
百
石
と
成
り
従
っ
て
国
初
以
来
古
田
を
所
有
し
十
以
上
の
物
成
を
収
入
し
来
り
し
者
皆
四
つ
物
成
り
と
成
り
た
れ
は
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
５
）

　
常
の
削
禄
な
り
。
此
の
削
禄
は
新
に
戦
功
を
立
て
た
る
者
へ
賞
与
す
る
の
目
的
な
り

　
こ
の
知
行
地
ｎ
貢
租
徴
収
権
の
収
奪
－
藩
へ
の
集
中
は
、
単
に
削
禄
を
唯
一
の
目
的
と
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
厳
然
一
講
侯

１
の
勢
」
を
削
ぎ
、
後
藤
－
板
垣
ラ
ィ
ン
を
構
築
す
る
た
め
に
は
、
い
ま
ひ
と
つ
の
政
策
に
よ
っ
て
補
完
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
「
諾
侯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

の
勢
を
支
え
た
武
カ
の
収
奪
が
そ
れ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
藩
政
主
流
派
は
、
　
「
家
老
共
是
迄
致
扶
持
候
家
来
定
の
外
士
格
は
直
臣
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
（
６
）

申
付
、
其
以
下
願
出
著
は
同
断
、
且
土
居
（
佐
川
・
宿
毛
・
安
喜
）
住
居
差
止
向
後
府
住
居
申
付
」
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
決
断
は
、

守
旧
派
勢
力
の
最
後
の
息
の
根
を
止
め
る
に
充
分
で
あ
つ
た
。
明
治
二
年
の
藩
政
改
革
の
本
来
の
意
図
は
、
こ
の
点
に
か
か
っ
て
い

た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
　
「
普
天
率
土
其
有
二
非
サ
ル
ハ
ナ
ク
其
臣
二
非
サ
ル
ハ
ナ
シ
是
大
体
ト
ス
。
且
与
へ
且
奪
ヒ
爵
禄
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
７
）

テ
天
下
ヲ
緯
持
シ
尺
土
モ
私
二
接
ム
コ
ト
能
ハ
ス
是
大
権
ト
ス
」
と
い
う
版
籍
奉
還
馨
言
の
、
し
た
が
っ
て
、
木
戸
－
大
久
保
ラ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
８
）
　
　
　
　
　
　
　
　
一

ン
の
忠
実
な
賛
助
者
た
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
政
策
は
、
い
ま
一
っ
の
旧
体
制
１
１
郷
士
制
度
に
手
を
っ
け
る
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
郷
士
は
、
「
厳
然
一
諾
侯
の
勢
」
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
に
し
て
も
、
知
行
地
Ｈ
貢
租
徴
収
権
を
も
つ
実
態
的

に
は
小
諾
侯
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
郷
士
層
は
、
い
ま
を
と
き
め
く
藩
政
主
流
派
と
、
か
っ
て
連
合
し
な
が
ら
討
慕
に
身
命

を
さ
さ
げ
た
履
歴
を
も
っ
て
い
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
等
は
白
己
の
利
益
代
表
を
藩
主
脳
に
も
政
府
官
僚
の
中
に
も
持
た
な



か
っ
た
。
　
い
い
か
え
る
と
、
こ
れ
ら
郷
士
層
は
、
討
幕
の
巨
肘
を
達
し
た
後
は
、
凪
同
志
で
あ
っ
た
藩
政
の
主
脳
著
た
ち
か
ら
、

　
　
　
　
　
　
（
９
）

１
草
葬
射
利
の
徒
」
と
し
て
、
い
ま
や
敵
履
の
ご
と
く
切
り
捨
て
ら
れ
て
い
る
。
後
藤
と
板
垣
は
、
　
「
建
国
」
の
至
上
命
令
の
た

め
に
、
敢
然
と
し
て
、
旧
体
制
の
破
壊
に
手
を
っ
け
は
じ
め
た
。
「
郷
士
領
知
は
拾
五
石
五
斗
迄
は
六
分
取
り
の
規
則
を
以
て
家
禄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
０
）

と
換
え
、
白
余
の
分
は
二
分
敢
新
田
と
す
」
と
い
う
宣
告
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
そ
の
う
え
、
．
「
其
領
知
六
分
を
蔵
知
と
換
え
、
二
分

　
　
　
　
　
　
（
１
１
一

は
即
領
主
の
所
有
」
と
な
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
十
五
石
五
斗
迄
の
上
地
領
有
権
が
収
奪
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
六
分
の
「
家
禄
」

の
う
ち
二
分
を
追
加
徴
収
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
の
手
に
残
さ
れ
る
実
収
は
僅
か
に
十
五
石
五
斗
の
四
分
、
っ
ま
り
六
石
二
斗

と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
十
五
石
五
斗
の
定
限
は
、
藩
主
流
の
郷
士
層
に
対
す
る
唯
一
の
譲
歩
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
い

う
の
は
「
白
余
の
分
」
は
、
郷
士
に
旧
来
の
土
地
所
有
権
を
確
保
さ
せ
た
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
法
規
上
の
譲
歩
は
、
現
実
的
に
は
ほ

と
ん
ど
意
味
を
も
ち
は
し
な
か
っ
た
。
次
表
は
そ
れ
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
士
階
層
表
（
文
化
年
間
）

１

１
’
　
－

鳩
一

１
　
１
　
ｌ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｌ
　
　
，
　
；
　
；
一
〇
甥
二
０
１
０
拓
議

七
島
謙
二

五
〇
石
未
満

一
一
一
埠
議
一

１
　
　
，

１
三
〇
石

一
五
石
以
下

１
人

人

人

人

香
　
美
　
郡

人

一
六

七

一
九

五
二

六
八

四
〇

長
　
岡
　
郡

二
三

一
〇

三
五

五
六

四
九

二
二

高
岡
郡
東
部

二

六

一
三

一
〇

二

五

高
岡
郡
西
部

一
四

一
二

二
九

一
四

五

三

安
　
芸
　
郡

五

五

一
二

二
五

二
二

二

計
　
一

六
〇
人
一

四
〇
人
一

一
〇
八
人

一
五
七
人
一

一
四
六
人

－

七
二
人

－
　
　
■

比
率
一
互

一
〇
一

七
一

一
∴

二
七
一

二
五
一

二
二

’
　
　
　
－
　
　
■

』
’
－
士

　
註
『
土
佐
藩
郷
士
調
査
書
」
（
平
尾
道
雄
氏
所
蔵
）

反
民
権
諭
と
そ
の
塞
盤
（
後
穣
）

よ
り
作
成
。

％
は
、

四
捨
五
入
し
た
も
の
で
あ
る
。

九
　
（
七
一
五
）

迂
亭
、

－
養
－
ザ
ボ
ゼ
夢
ピ
ポ
ピ
一
ド
阿
ド
，
ピ
ご
し
・
ピ
ピ
ピ
ゼ
汁
ト
ジ
ピ
ー
ド
む
ピ
良
ピ
ド
ド
一
い
ザ
し
ポ
ポ
ド
ら
■
ド
ダ
ダ
汐
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済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
　
（
七
ニ
ハ
）

　
と
に
も
か
く
に
も
、
明
治
二
年
の
藩
政
改
革
は
、
知
行
地
の
収
奪
と
家
臣
団
の
集
中
化
を
意
図
し
な
が
ら
、
盟
友
を
「
不
忍
の
情

を
捨
て
」
て
ふ
り
切
っ
た
。
こ
う
し
て
、
討
幕
派
の
な
か
に
、
こ
え
が
た
い
溝
が
作
ら
れ
は
じ
め
た
。

　
こ
の
改
革
は
、
い
ま
一
つ
の
副
産
物
を
生
ん
だ
。
こ
の
副
産
物
こ
そ
、
何
に
も
ま
し
て
、
重
大
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
後
藤
－
板

垣
に
対
す
る
軍
務
局
の
猛
烈
な
反
感
が
、
そ
れ
で
あ
る
。
当
時
軍
務
局
長
は
深
尾
丹
波
で
あ
り
、
そ
れ
を
助
け
た
の
は
谷
干
城
と
片

岡
健
吉
で
あ
っ
た
。
こ
の
軍
部
官
僚
は
文
官
優
位
制
に
対
す
る
憤
慈
を
胸
に
ひ
め
て
い
た
。
谷
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
余
は
昨
年
戦
争
（
戊
辰
戦
争
－
筆
者
註
）
中
に
も
西
京
詰
文
官
等
（
後
藤
・
福
岡
藤
次
ら
ー
同
上
）
か
兵
隊
之
難
苦
を
も
不
顧
頗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
松
ら
し

　
る
蓉
修
淫
逸
に
流
れ
兵
隊
は
上
下
推
し
平
等
て
金
三
両
な
る
に
拘
わ
ら
ず
頗
る
文
官
は
官
金
浪
費
の
事
を
認
め
憤
慨
に
堪
え
さ

　
　
（
１
２
）

　
り
し

　
こ
の
給
金
の
ひ
ら
き
は
藷
改
革
の
入
費
を
ま
か
な
う
た
め
藩
札
の
濫
発
が
行
わ
れ
、
太
政
官
札
と
の
間
の
価
値
の
懸
隔
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
３
）

て
、
一
層
大
き
く
な
っ
た
。
藩
札
は
太
政
官
札
の
二
分
の
一
に
下
落
し
た
。
西
京
詰
文
官
の
入
費
は
、
太
政
官
札
に
よ
っ
て
ま
か
な

わ
れ
た
た
め
、
文
官
と
武
官
と
の
待
遇
は
ま
す
く
大
き
な
開
き
と
な
っ
て
現
わ
れ
た
。
こ
れ
が
武
官
の
間
に
伏
在
し
た
文
官
へ
の

憤
慈
の
一
っ
で
あ
っ
た
。
こ
の
憤
慨
は
、
改
革
後
の
軍
部
自
主
権
の
剥
奪
と
い
う
事
態
に
よ
っ
て
、
一
層
激
成
さ
れ
た
。
片
岡
健
吉

は
、
憤
慈
や
る
方
な
く
、
谷
に
あ
て
て
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
比
度
の
御
改
革
御
発
顕
に
相
成
候
処
何
事
も
執
政
の
御
決
議
に
相
成
候
故
兵
局
杯
の
手
数
相
掛
り
候
事
は
以
前
に
倍
し
諾
事
意
脈

　
通
し
不
申
其
上
金
穀
を
配
当
に
相
成
候
処
凡
そ
御
国
御
売
米
を
始
諾
山
海
よ
り
上
へ
治
り
侯
金
高
六
十
万
両
の
積
り
の
由
小
子
杯

　
存
し
候
は
百
万
両
は
下
り
不
申
と
存
候
第
一
合
点
参
り
不
申
候
六
十
万
両
を
御
承
知
の
通
配
当
に
相
成
候
処
兵
局
へ
は
御
武
具
方

　
始
船
局
御
厩
も
付
諾
場
所
の
雑
費
も
仕
伏
せ
候
は
中
々
地
盤
の
事
に
も
足
り
兼
臨
時
何
事
も
出
来
不
申
御
受
難
…
…
…
…
…
只
今

’“
｝
’

“＾
‘一

山｝



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岬
）

　
の
形
に
え
は
兵
事
は
一
も
張
立
の
事
山
来
不
申

　
こ
う
し
た
軍
務
局
に
対
す
る
圧
追
は
、
実
ぱ
、
藩
政
主
流
派
と
の
惹
兄
の
対
立
を
基
調
と
し
て
い
た
。
こ
の
軍
局
の
実
質
上
の
指

導
者
谷
は
、
自
ら
「
封
建
主
義
者
」
と
名
乗
っ
て
い
る
よ
う
に
、
天
皇
を
い
た
だ
く
割
拠
主
義
を
主
張
し
、
そ
の
見
解
が
軍
局
を
支

配
し
て
い
た
。
彼
の
考
想
に
よ
れ
ば
、
版
籍
奉
還
は
封
土
を
「
一
旦
は
朝
廷
に
帰
し
奉
り
功
な
き
は
削
り
功
あ
る
は
再
び
与
う
る
」

　
　
　
　
　
（
１
５
）

も
の
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
の
進
行
は
、
谷
の
思
惑
と
異
っ
た
道
を
と
り
っ
つ
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
賛
助
老
と
し

て
事
も
あ
ろ
う
に
、
後
藤
が
連
な
り
、
か
っ
て
は
「
版
籍
奉
還
は
畢
寛
名
所
の
月
よ
。
題
は
上
乗
な
れ
ど
、
と
て
も
物
に
は
な
る
ま

（
１
６
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
１
７
）

じ
」
と
谷
と
軌
を
一
に
し
た
板
垣
が
、
　
「
此
節
議
論
替
」
え
後
藤
の
ブ
レ
ー
ン
と
し
て
、
木
戸
－
大
久
保
ラ
イ
ン
を
推
進
す
る
。
後

藤
ｉ
板
垣
の
軍
局
圧
追
策
は
、
統
一
国
家
形
成
の
「
謀
略
」
の
前
に
立
ち
ふ
さ
が
ろ
う
と
す
る
勢
力
を
圧
伏
す
る
意
図
に
出
て
い

た
、
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
土
佐
藩
討
慕
派
は
内
部
分
裂
を
来
工
は
じ
め
た
。
そ
し
て
そ
の
分
裂
と
対
立
は
、
単
に
藩
内
部
に
止
ま
ら
ず
、
谷
を

中
心
と
す
る
土
佐
藩
軍
局
の
木
戸
－
大
久
保
に
対
す
る
抵
抗
の
き
ざ
し
で
も
あ
っ
た
。
そ
の
動
き
は
、
四
国
会
議
と
し
て
顕
然
化
す

る
。

皿

　
も
と
も
と
、
版
籍
奉
還
馨
言
の
舞
台
裏
は
、
　
「
我
長
藩
を
し
て
首
尾
あ
ら
し
め
」
、
　
「
我
公
を
し
て
薩
と
先
其
魁
首
た
ら
し
め
ん

　
　
　
（
１
８
）

事
を
願
ふ
」
木
戸
の
才
覚
に
出
て
い
た
。
こ
の
と
き
土
佐
藩
は
、
薩
長
”
木
戸
・
大
久
保
連
合
か
ら
排
除
さ
れ
た
恰
好
で
あ
る
。
谷

干
城
が
実
父
に
あ
て
て
、
　
「
朝
政
は
浮
浪
徒
の
占
む
る
所
と
な
り
動
揺
常
な
し
。
其
勢
不
遠
叉
乱
る
・
は
避
く
可
か
ら
ず
。
此
時
に
・

　
　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
（
七
一
七
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
３

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１



　
　
立
命
餌
経
済
学
（
蕗
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
（
三
入
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
坦
）

当
て
薩
・
長
は
必
ず
両
立
せ
ず
相
争
は
必
然
な
り
」
と
書
い
た
と
き
、
そ
れ
は
「
謀
略
」
家
に
よ
っ
て
空
し
く
見
送
ら
れ
た
土
佐
藩

の
、
や
る
方
な
い
憤
慈
を
ぶ
ち
ま
け
た
も
の
で
あ
っ
た
バ
谷
は
、
そ
の
薩
．
長
対
立
の
顕
然
化
す
る
時
点
を
、
版
籍
奉
還
の
聴
許
の

と
き
と
見
越
し
た
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
版
籍
奉
還
が
谷
に
と
っ
て
は
、
官
賊
両
藩
の
封
土
分
合
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
。
そ
こ

で
、
彼
は
こ
の
見
透
し
の
う
え
で
、
ま
だ
変
節
し
な
い
前
の
板
垣
に
、
次
の
よ
う
な
計
画
を
提
案
す
る
。
薩
・
長
対
立
の
と
き
に
当

っ
て
、
「
我
土
佐
若
し
長
曾
我
部
の
轍
に
傲
い
四
国
に
兵
を
用
い
ば
仮
令
勝
算
あ
る
も
天
下
の
時
機
に
後
れ
、
四
国
を
一
歩
も
出
つ
る

能
は
す
。
是
れ
愚
の
至
り
な
り
。
侃
て
此
の
会
（
四
国
会
議
－
筆
著
註
）
を
設
け
、
一
致
し
て
親
睦
し
事
あ
る
に
当
っ
て
は
土
佐
は

後
顧
の
憂
な
き
を
以
、
数
艘
の
汽
船
を
以
全
国
の
兵
を
挙
げ
、
直
に
摂
海
に
入
り
錦
旗
を
擁
し
、
王
室
を
保
護
せ
ば
、
東
北
不
平
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
０
）

藩
は
固
よ
り
幾
内
の
諾
侯
必
ず
風
廃
せ
ん
」
と
。
そ
れ
は
、
ま
さ
に
大
久
保
が
慨
嘆
し
て
止
ま
な
い
「
内
実
ハ
長
ハ
長
、
土
ハ
土
、

　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
玩
）

交
々
情
実
有
之
速
モ
合
力
同
心
公
平
ヲ
以
相
親
ミ
共
々
ヤ
ル
ト
申
趣
向
ナ
ラ
テ
長
ハ
土
ヲ
押
へ
土
ハ
長
ヲ
凌
ク
ト
申
訳
」
の
見
事
な

形
成
で
あ
っ
た
。
谷
の
構
想
す
る
新
国
家
は
、
領
土
と
権
力
と
の
「
王
室
」
帰
一
で
は
な
く
て
、
　
「
王
室
」
が
雄
藩
諾
権
力
と
わ
り

わ
け
土
佐
藩
勢
力
の
優
越
性
を
保
証
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、
実
質
的
に
は
権
力
の

分
散
を
前
提
と
す
る
奇
妙
な
統
一
国
家
、
い
っ
て
み
れ
ば
「
領
邦
国
家
」
的
体
制
が
要
求
さ
れ
て
い
る
。

　
愚
直
の
板
垣
は
、
谷
提
案
に
賛
意
を
表
し
、
四
国
会
議
結
成
の
主
謀
著
た
る
こ
と
を
ひ
き
う
け
た
。
こ
の
時
点
の
板
垣
は
、
木

戸
－
大
久
保
し
た
が
っ
て
後
藤
と
も
異
っ
た
コ
ー
ス
を
歩
も
う
と
し
て
い
る
。
板
垣
は
、
谷
と
意
気
投
合
し
て
、
四
国
会
議
結
成
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
２
一

の
り
出
し
た
。
二
月
十
六
日
、
小
監
寮
前
野
悦
次
郎
、
松
下
与
膳
を
呼
び
、
四
国
十
二
藩
の
遊
説
１
１
説
得
に
旅
出
た
せ
る
。

　
諾
藩
の
賛
成
を
得
て
、
丸
亀
に
第
一
回
の
四
国
十
三
藩
会
議
が
開
か
れ
た
の
が
四
月
十
日
。
こ
の
と
き
、
土
佐
藩
で
は
、
す
で
に

板
垣
の
変
節
と
藩
政
改
革
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
第
一
回
会
合
招
集
に
さ
い
し
て
、
三
月
二
十
三
日
発
送
さ
れ
た
土
佐
藩
主
意



書
の
署
名
者
は
、
片
岡
健
吉
．
一
。
同
屋
友
右
衛
門
・
林
勝
兵
衛
・
１
本
山
只
一
郎
・
谷
千
城
ら
、
主
と
し
て
軍
局
主
脳
で
あ
る
・
板
垣
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
３
）

署
名
が
、
そ
の
な
か
に
見
出
せ
な
い
の
は
、
決
し
て
故
な
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
、
谷
の
才
配
の
も
と
に
四
国
会
議
は
動
き
だ
し
た
。
後
藤
も
板
垣
も
、
し
ば
ら
く
は
こ
の
逆
行
的
潮
流
を
見
送
っ
て
い

た
。
四
国
会
議
の
反
主
流
派
的
性
格
は
、
毎
月
一
回
開
催
す
る
と
い
う
視
約
に
副
う
た
め
選
出
さ
れ
た
、
駐
在
議
員
の
顔
ぶ
れ
か
ら

も
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
島
村
寿
郎
・
桑
原
平
八
・
川
原
塚
茂
太
郎
・
桑
原
譲
ら
、
の
ち
の
古
勤
王
党
の
中
心
メ
ン
パ
ー
が
・

例
会
の
牛
耳
を
と
っ
て
い
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
軍
務
局
と
古
勤
王
党
が
谷
を
理
論
的
支
柱
と
し
て
反
政
府
・
反
主
流
派
を
構
成
し
た

わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
藤
－
板
垣
ラ
ィ
ン
の
敵
対
勢
力
と
し
て
、
ま
さ
に
頑
強
な
陣
容
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。

　
五
月
十
ユ
日
、
板
垣
は
行
政
官
参
与
と
し
て
、
木
戸
・
大
久
保
・
後
藤
に
招
か
れ
た
。
「
謀
略
」
遂
行
の
賛
助
者
と
し
て
、
彼
は

上
京
し
た
。
板
垣
と
後
藤
は
、
四
国
会
議
に
何
と
か
手
を
打
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
密
謀
は
、
谷
干
城
を
徴
士
と
し
て
引
ぬ
く

こ
と
に
集
中
し
た
。
五
月
二
十
九
日
、
三
条
実
美
は
そ
の
意
を
受
け
て
、
谷
に
承
諾
を
遣
っ
た
。
だ
が
、
谷
は
、
こ
の
申
入
れ
を
け

っ
た
。
こ
の
詳
し
い
分
析
は
四
国
会
議
の
情
況
と
と
も
に
、
別
稿
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
、
木
戸
－
大
久
保
ラ
ィ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
刎
）

は
、
彼
が
三
条
に
具
申
し
た
「
兵
暇
小
言
」
が
示
す
よ
う
に
、
我
慢
の
な
ら
な
い
進
路
で
あ
っ
た
。

　
六
月
、
版
籍
奉
還
聴
許
の
の
ち
、
改
め
て
知
事
制
が
布
か
れ
る
。
こ
の
知
事
制
は
統
一
権
力
創
出
の
一
つ
の
階
梯
で
あ
っ
た
・
後

藤
と
板
垣
が
参
与
と
な
っ
た
と
き
、
土
佐
藩
で
は
、
　
「
総
て
の
改
革
命
令
も
皆
江
戸
よ
り
出
て
、
土
佐
の
役
人
は
何
の
権
力
も
な

（
２
５
）

し
」
と
い
う
状
況
に
追
い
込
ま
れ
た
。
こ
の
な
か
で
、
谷
を
は
じ
め
軍
局
主
脳
者
は
、
勢
力
挽
回
の
二
つ
の
方
策
を
あ
み
だ
し
て
い

る
。
一
は
郷
兵
ｕ
農
兵
四
大
隊
の
創
設
と
、
二
は
山
内
豊
範
と
島
津
忠
義
の
連
繋
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
機
会
を
改
め
て

論
究
し
よ
う
。
谷
の
こ
の
挽
回
策
は
、
遂
に
実
を
結
ば
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
他
方
、
版
籍
奉
還
は
、
旧
藩
主
を
華
族
に
列
し
・

　
　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
擦
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
　
（
七
プ
九
）

三
ド
、

…
童
柑
ダ
ー
ら
、
’
　
　
　
　
　
　
臨

、
二
－

艮
一
　
　
良
　
、
峰

、
ノ

ピ
、
」
に
彗



　
　
立
命
餌
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
（
七
二
〇
）

武
士
を
士
族
と
卒
に
統
合
し
、
旧
領
主
お
よ
び
旧
武
士
層
に
家
禄
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
攻
を
未
然
に
防
い
だ
。
こ
う
し

て
土
佐
藩
反
主
流
派
の
思
惑
は
完
全
に
外
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
６
一

　
反
主
流
派
の
あ
せ
り
は
顕
然
で
あ
る
。
谷
は
、
最
後
の
反
撃
に
出
よ
う
と
謀
っ
た
。
軍
務
局
十
八
ケ
条
の
意
見
書
が
そ
れ
で
あ

る
。
財
政
緊
縮
を
表
面
上
の
目
標
と
す
る
こ
の
意
見
書
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
そ
の
第
四
条
に
い
う
「
藩
政
国
許
を
以
て
本
と
す
べ
き

事
」
に
一
切
の
ふ
く
み
を
持
た
せ
て
い
た
。
こ
の
建
議
に
あ
ず
か
っ
た
権
大
参
事
小
南
五
郎
を
は
じ
め
大
参
事
五
藤
内
蔵
介
ほ
か
片

岡
健
吉
・
山
地
正
元
・
北
村
頼
重
ら
の
顔
ぷ
れ
は
、
明
ら
か
に
反
主
流
の
実
体
を
備
え
て
い
る
。
彼
等
は
、
さ
き
に
述
べ
た
豊
範
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
８
）

忠
義
と
の
連
繋
を
計
っ
た
人
々
で
も
あ
っ
た
。
財
政
困
難
そ
の
も
の
が
、
後
藤
・
板
垣
を
は
じ
め
「
江
戸
詰
冗
員
の
彩
多
」
に
よ
る

も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
以
上
に
、
彼
等
に
と
っ
て
は
、
後
藤
・
板
垣
の
支
配
権
を
廃
絶
す
る
こ
と
が
最
大
の
眼
目
で
あ
っ
た
。

　
後
藤
と
板
垣
は
、
憤
激
し
た
。
三
年
八
月
一
日
の
四
国
会
議
廃
止
の
政
府
指
令
は
、
そ
の
最
初
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
お
そ
ら
く
は
後
藤
の
指
令
に
も
と
づ
い
て
、
普
仏
戦
後
の
欧
洲
視
察
を
拝
辞
し
た
板
垣
は
、
九
月
末
、
後
藤
と
と
も
に
、
急
蓬

帰
国
す
る
。
連
日
、
後
藤
・
板
垣
は
大
参
事
以
下
軍
局
幹
部
を
召
集
し
て
、
説
得
に
努
め
た
。
こ
の
と
き
、
谷
干
城
た
だ
一
人
、
そ

の
埼
外
に
お
か
れ
、
事
実
上
の
罷
免
を
申
渡
さ
れ
た
。
明
治
三
年
の
藩
政
改
革
は
、
心
中
の
虫
谷
干
城
を
韻
首
し
た
あ
と
、
後
藤

・
板
垣
の
に
ら
み
を
き
か
せ
た
施
策
で
あ
っ
た
。
こ
の
改
革
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
、
残
念
な
が
ら
、
こ
こ
で
ふ
れ
る
余
裕
が
な

い
。

　
主
流
派
と
反
主
流
派
と
の
対
立
抗
争
は
、
そ
の
国
家
形
成
原
理
の
ち
が
い
に
根
差
し
て
い
た
。
い
っ
て
み
れ
ば
権
力
の
統
一
い
集
中

と
「
連
合
」
ｕ
分
散
と
の
対
立
で
あ
っ
た
。
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
の
討
幕
派
解
体
の
基
調
は
、
こ
の
点
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。



肛

　
こ
う
し
た
対
立
と
分
裂
を
促
進
し
た
客
観
的
条
件
と
し
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
農
民
蜂
起
を
閑
却
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
木

戸
の
権
力
統
一
化
の
強
調
の
基
底
に
、
百
姓
一
撲
の
全
国
的
沸
騰
を
防
ぐ
課
題
が
お
か
れ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
彼

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
、

は
「
王
政
」
確
立
の
大
本
を
示
さ
を
い
か
ら
、
「
諾
民
無
根
之
説
を
唱
へ
名
々
疑
惑
し
た
し
…
－
：
－
…
疑
多
き
と
き
は
氏
心
騒
く
騒

　
　
　
　
　
　
　
　
（
２
９
）

而
不
止
と
き
天
下
紛
乱
」
す
る
の
だ
と
い
う
。
こ
の
騒
乱
に
ど
う
対
処
す
る
か
。
ま
た
こ
の
騒
乱
そ
の
も
の
の
起
原
が
ど
こ
に
あ
る

か
。
統
一
論
者
Ｈ
主
流
派
と
「
連
合
」
論
著
１
－
反
主
流
派
と
の
間
で
は
、
そ
の
把
握
の
仕
方
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ち
が
っ
て
い
た
・

　
と
こ
ろ
で
、
当
面
の
上
上
佐
藩
の
事
態
に
っ
い
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
、
明
治
三
年
の
一
撲
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
・

　
明
治
三
年
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
幡
多
郡
一
帯
に
、
貢
租
軽
減
・
田
畑
買
戻
し
を
要
求
す
る
農
民
一
撲
が
起
っ
た
。
当
時

は
、
さ
き
に
述
べ
た
よ
う
に
、
太
政
官
札
．
藩
札
の
み
な
ら
ず
贋
札
ま
で
流
布
さ
れ
て
、
い
ち
じ
る
し
い
物
価
騰
貴
を
み
、
農
民
は

極
度
の
貧
困
に
追
い
や
ら
れ
た
。
討
幕
派
に
、
す
べ
て
の
希
望
を
託
し
た
農
民
は
、
緯
新
政
府
Ｈ
藩
の
諾
政
策
の
進
行
と
と
も
に
、

あ
ら
ゆ
る
希
望
を
た
ち
き
ら
れ
、
憤
慈
を
内
に
み
な
ぎ
ら
せ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
幡
多
郡
一
撲
は
、
ま
さ
に
そ
の
憤
慈
の
産
物

で
あ
つ
た
。
三
月
ご
ろ
四
万
十
川
の
上
流
に
沿
う
蕨
岡
の
、
間
人
二
人
が
「
永
代
売
渡
田
畑
買
戻
し
」
を
計
つ
て
、
　
「
数
ケ
村
よ
り

願
出
に
お
い
て
は
御
詮
可
被
及
」
と
考
え
、
同
志
糾
合
に
の
り
出
し
た
。
間
人
の
一
人
与
平
の
居
村
利
岡
村
で
は
、
　
「
数
十
人
相
集

り
遂
示
談
」
、
「
総
組
頭
手
前
へ
願
書
差
出
」
す
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
、
急
速
に
進
展
し
た
。
そ
し
て
四
月
に
は
数
ケ
村
代
表
数
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
０
）

人
が
岩
田
村
に
屯
集
し
、
蜂
起
し
よ
う
と
す
る
前
に
、
弾
圧
さ
れ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
。
事
件
の
経
過
は
至
極
簡
単
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
次
の
よ
う
な
予
想
を
可
能
に
さ
せ
る
。
こ
の
幡
多
郡
と
い
え
ば
、
い
う
ま
で
も
な
く
土
佐
藩
郷
士
制
度
の
拠
点
で
あ
り
、
の

　
山
反
民
権
論
と
そ
の
塞
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
　
（
七
二
一
）

○

Ｆ
し
■



　
　
、
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
ハ
　
（
七
二
二
）

ち
に
分
析
す
る
古
勤
王
党
の
中
核
的
地
盤
と
も
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
郷
士
層
は
、
次
表
に
よ
っ
て
も
判
読
で
き
る
よ
う
に
、
他
郡

で
は
郷
士
職
売
買
１
１
変
動
が
は
げ
し
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
安
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
決
し
て
そ
の
背
後
に

お
け
る
農
民
層
分
解
の
は
げ
し
さ
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
い
い
か
え
る
と
、
こ
の
岩
田
村
一
撲
の
主
原
因
を
な
す
永
代
売
買

は
、
新
旧
郷
士
と
農
民
と
の
間
に
進
行
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
一
撲
は
、
い
い
う
べ
く
ん
ば
、
か
っ
て
自
己
の

希
望
を
託
し
た
郷
士
Ｈ
討
藩
派
に
対
す
る
痛
烈
な
批
判
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
物
価
暴
騰
と
い

う
時
点
で
の
、
永
代
売
地
買
戻
し
が
、
尋
常
の
売
買
と
い
う
手
駿
で
な
く
、
ま
さ
に
世
直
し
へ
の
展
望
を
も
つ
こ
と
は
、
い
う
ま
で

も
あ
る
ま
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
郷
士
職
譲
受
人
（
天
保
三
年
－
明
治
元
年
）

％
安
芸

郷
士
・
軽
格

二

庄
　
屋

一

地
下
浪
人

三
香
美
一
長
且
土
土
吾
川
一
高
且
幡
多
高
知
一
不
明
一
計
四
一
三
三
・
一
・
一
一
　
・
一
六
二
七
干
ニ
ド
千
十
上
■
工
十
ニ
ニ
三
七
二
四
二
王
四
　
・
一
五
一
八
一
・
一
・
一
・
一
二
・
一
・
　
・
一
一
一
二
　
　
　
五
一
七
一
四
一
九
一
三
　
二
一
三
七
八
　
　
二
三
王
二
三
二
上
二
一
一
二
四
上
…

百
　
姓

四

そ
の
他

○

不
　
　
明

五
　
一
四
一

計

一
王
四
七

郷
士
・
軽
格
は
郷
士
・
御
用
人
の
二
・
三
男
及
ぴ
養
育
人
で
あ
る
。

『
郷
士
年
譜
』
（
高
知
県
立
図
書
館
蔵
）
よ
り
作
成
。

其
の
他
は
町
人
・
医
師
で
あ
る
。

●

｝＾山一
』
’

（
註
）



　
岩
田
村
の
一
撲
計
画
が
、
進
め
ら
れ
て
い
た
と
き
、
十
川
七
ケ
村
で
も
姦
動
が
は
じ
ま
っ
た
。
井
崎
村
の
百
姓
菊
太
郎
は
、
物
価

暴
騰
に
打
ち
ひ
し
が
れ
る
農
民
の
窮
乏
を
見
、
十
川
七
ケ
村
を
糾
合
し
て
、
年
貢
軽
滅
の
一
撲
を
計
画
し
た
。
彼
は
、
四
月
三
臼
、

川
口
村
の
間
人
百
姓
弁
吾
に
協
力
を
求
め
、
同
志
百
人
を
得
た
な
ら
ば
、
四
月
五
日
を
期
し
て
井
崎
村
谷
口
の
官
に
集
合
、
手
は
ず

を
き
め
て
、
八
日
に
川
口
村
へ
押
し
出
し
、
庄
屋
を
通
じ
て
願
書
を
っ
き
っ
け
よ
う
と
計
っ
た
。
若
し
、
こ
の
要
求
が
手
間
ど
る
な

ら
ば
、
十
川
七
ケ
村
の
農
民
は
、
庄
屋
を
先
頭
に
し
て
、
上
山
郷
大
井
川
村
に
厄
介
を
か
け
よ
う
、
と
い
う
。
彼
等
は
単
に
嘆
願
運

動
を
考
え
て
は
い
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
主
謀
者
の
二
人
は
、
手
斧
・
槍
を
以
て
武
装
す
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
、
十
川
弘
瀬

村
の
鍛
冶
に
手
槍
を
註
文
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
十
川
七
ケ
村
だ
け
で
な
く
、
下
山
郷
を
も
そ
の
連
累
に
加
え
よ
う
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
１
）

う
。
だ
が
、
こ
の
計
画
は
事
前
に
発
覚
し
、
主
謀
者
は
打
首
獄
門
に
処
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
一
撲
も
、
岩
田
村
の
そ
れ
と
、
同
じ

よ
う
な
事
態
の
な
か
で
計
画
さ
れ
た
世
直
し
一
撲
の
構
造
を
も
っ
て
い
る
。
蜂
起
の
対
象
が
、
こ
の
場
合
は
っ
き
り
し
な
い
け
れ
ど

も
、
お
そ
ら
く
は
地
主
Ｈ
郷
士
と
権
力
の
末
端
機
構
－
－
役
場
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
こ
う
し
て
、
幡
多
郡
の
一
撲
は
、
明
ら
か
に
討
幕
派
そ
の
も
の
に
む
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
か
か
る
農
民
闘
争
が
討
幕
派
の

解
体
を
促
進
さ
せ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
主
流
派
と
反
主
流
派
と
の
間
の
、
一
撲
の
把
握
の
仕
方
の
な
か
に
見
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
反
主
流
派
の
巨
頭
谷
干
城
は
、
こ
う
し
た
農
民
の
動
向
を
、
次
の
よ
う
に
分
析
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
御
国
中
米
穀
極
々
不
融
通
政
府
に
於
て
も
被
成
方
に
御
当
惑
畢
寛
は
是
迄
民
に
信
を
夫
ひ
候
廉
重
り
候
よ
り
蓄
財
致
し
候
百
姓
等

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
も
米
を
は
囲
ひ
出
し
不
中
信
相
立
不
申
候
よ
り
愈
々
国
券
下
落
い
た
し
好
商
其
間
に
乗
じ
種
々
詐
術
を
施
し
国
中
通
用
に
足
ら
ざ

　
る
品
も
多
く
は
他
郡
へ
ぬ
け
売
り
い
た
し
、
市
中
の
小
民
並
に
浦
手
の
者
共
甚
難
渋
官
亦
殆
と
手
を
下
す
に
術
な
く
遂
に
衆

　
　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
　
（
七
二
三
）



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
　
（
七
二
四
）

　
議
所
を
設
け
官
民
並
立
の
主
意
に
て
市
井
並
に
郷
浦
の
者
共
集
め
政
府
の
実
を
告
げ
衆
人
の
見
る
処
を
言
は
令
め
候
得
共
素
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
１
　
　
　
、
　
　
　
、

　
喋
々
申
出
候
老
は
多
分
は
肝
商
山
師
に
て
政
府
の
様
子
を
窺
ひ
己
れ
の
利
を
射
る
の
工
夫
而
巳
に
て
更
に
官
民
並
立
の
主
意
も
不

　
樹
怖
－
…
…
弥
脚
伽
掛
郁
か
払
ハ
か
む
か
姉
い
…
…
…
小
民
の
愁
訴
は
甚
多
く
外
人
の
誹
誇
街
に
満
ち
政
事
誹
諺
の
落
し
ぷ
み
等
多

く
勢
甚
だ
不
安
姿
一
中
略
一
鼠
蕃
ぎ
家
い
其
の
価
る
処
皆
銀
券
分
外
多
く
摺
り
出
候
よ
り
事
起
り
候
得
共
一
薫
跡
肺
谷

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
方
民
を
相
歎
に
相
当
る
よ
り
由
来
候

　
彼
は
、
一
切
の
責
任
を
「
政
府
」
Ｈ
藩
主
流
派
の
失
政
に
帰
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
の
十
八
ケ
条
意
見
書
は
、
こ
こ
に
起
因

し
て
お
り
、
　
「
専
ら
人
目
を
一
新
し
民
を
し
て
政
府
を
信
せ
令
め
ん
」
と
い
う
主
旨
か
ら
出
て
い
た
。
そ
し
て
主
流
派
に
、
　
「
何
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
２
）

人
に
し
て
尽
く
衆
望
に
背
き
し
政
を
為
す
べ
け
ん
哉
」
と
止
め
を
さ
す
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
谷
ら
反
主
流
派
は
決

し
て
、
農
民
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
明
治
二
年
、
徳
島
藩
老
稲
田
九
郎
兵
衛
の
領
地
淡
路
須
本

で
、
貢
租
軽
滅
を
要
求
し
て
農
民
が
立
ち
上
っ
た
と
き
、
四
国
会
議
は
徳
島
本
藩
の
弾
圧
行
動
を
支
援
し
た
点
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ

（
３
３
）

う
。
反
主
流
派
に
と
っ
て
も
、
農
異
は
、
明
ら
か
に
政
治
的
客
体
で
あ
り
、
統
御
さ
る
べ
き
愚
民
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
そ

こ
で
は
、
政
治
的
主
体
の
構
成
を
め
ぐ
っ
て
、
反
主
流
派
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
で
は
、
そ
の
統
治
主
体
は
ど
う
決
定
さ
れ
る

べ
き
か
。
谷
に
よ
れ
ば
、
　
「
何
分
に
も
知
県
事
入
用
の
時
は
各
藩
へ
被
仰
付
何
県
に
県
知
事
何
人
下
役
人
入
用
に
付
撰
み
て
申
し
出

て
よ
と
被
仰
付
る
・
時
は
其
藩
々
に
於
て
民
政
に
才
あ
る
者
を
差
し
出
し
可
申
」
、
こ
の
方
法
に
よ
る
と
き
は
じ
め
て
「
其
の
撰
は

れ
し
著
も
上
は
、
天
朝
の
尊
命
を
恐
れ
下
は
藩
主
の
翼
を
誤
る
の
責
を
受
け
ん
事
を
恐
れ
真
に
公
平
至
当
の
政
治
を
為
す
」
に
至
る

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
と
き
こ
そ
「
頑
民
も
必
ず
、
王
化
に
服
す
る
事
必
然
」
で
あ
り
、
　
「
民
は
制
し
安
き
」
も
の
と
な
る
の
で

　
（
３
４
）

あ
る
、
と
。



　
主
流
派
ぱ
そ
う
考
え
ぱ
し
な
か
っ
た
。
主
流
派
の
風
考
の
あ
り
よ
う
は
、
明
治
匹
牛
か
ら
五
年
に
か
け
て
の
・
名
野
川
一
池
川
一

本
川
．
森
諾
郷
一
帯
に
あ
れ
狂
っ
た
コ
膏
敢
り
騒
動
」
と
い
わ
れ
る
大
一
撲
へ
の
対
応
の
中
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
・
い
ま
必
要

な
か
ぎ
り
で
、
こ
の
一
撲
を
み
よ
う
。
明
治
四
年
十
二
月
中
句
か
ら
姦
動
し
は
じ
め
た
高
岡
郡
・
吾
川
郡
・
エ
ェ
佐
郡
山
間
部
の
農
民

は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
指
導
者
を
異
に
レ
な
が
ら
も
、
藩
主
上
京
反
対
・
外
人
渡
来
反
対
・
蓼
解
放
反
対
・
徴
兵
反
対
真
通
の
要
求

を
か
か
げ
て
蜂
起
し
た
。
こ
の
指
導
者
は
、
戸
長
。
富
農
・
郷
士
・
神
官
・
耕
作
農
民
と
あ
ら
ゆ
る
階
層
か
ら
な
っ
て
い
た
・
こ
の

蜂
起
に
た
い
し
て
、
参
事
林
有
造
を
総
指
揮
者
と
し
て
、
県
庁
は
直
ち
に
弾
圧
に
の
り
出
し
た
。
こ
の
と
き
県
庁
は
、
　
「
無
根
の
流

言
に
依
て
」
、
　
「
無
智
の
愚
民
」
を
煽
動
す
、
と
い
い
、
　
「
彼
等
の
う
ち
主
謀
者
数
名
を
捕
え
、
即
決
処
分
し
て
威
を
示
し
・
…
…
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
５
）

説
諭
し
て
鎮
静
を
期
す
べ
し
」
と
指
令
し
た
。
、
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
　
「
愚
民
」
の
蜂
起
は
、
あ
く
ま
で
「
無
根
の
流
言
」

に
よ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
無
根
の
塗
言
」
は
詮
が
発
す
る
の
か
。
そ
れ
は
他
な
ら
な
い
郷
士
や
神
官
と
考
え
ら
れ
て
い
る
・

だ
か
ら
、
農
民
闘
争
は
、
失
政
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
　
「
塗
言
」
で
あ
り
、
か
か
る
「
流
言
」
を
排
除
す
る
強
力
な
統
一
権
力

こ
そ
当
面
の
最
要
事
な
の
で
あ
る
。
木
戸
は
、
擦
夷
論
者
が
「
浪
士
を
煽
動
し
終
に
一
種
之
流
弊
を
醸
成
し
為
其
世
間
も
白
然
と
疑

惑
を
生
し
人
心
区
々
に
而
　
朝
廷
の
御
主
趣
も
徹
下
不
仕
」
、
そ
の
う
え
「
平
田
党
浪
士
な
ど
の
不
平
連
相
合
し
候
而
忠
害
を
醸
し
」
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
３
６
）

と
し
ば
し
ば
書
い
て
い
る
。
こ
の
木
戸
の
情
況
判
断
と
主
流
派
の
そ
れ
と
は
、
ま
さ
に
符
合
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
、
二
つ
の
見
解
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
統
治
方
式
を
め
ぐ
る
対
立
に
直
接
に
っ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
・

皿

差
討
幕
派
は
、
そ
れ
ぐ
国
家
形
態
の
論
理
の
ち
が
い
に
し
た
が
っ
て
、

　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）

二
つ
に
分
裂
し
た
。

主
流
派
が
勝
利
を
占
め
た
と

　
一
九
　
（
七
二
五
）
１

か



　
　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇
　
（
七
二
六
）

き
、
反
主
流
の
巨
頭
谷
み
ず
か
ら
が
転
身
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
四
年
六
月
十
四
日
、
兵
部
権
大
丞
と
し
て
、
佐
々
木
高
行
の
す
す

め
に
応
じ
て
、
仕
官
の
道
を
え
ら
ん
だ
時
、
反
主
流
派
は
最
大
の
理
論
的
支
柱
を
失
っ
た
。
そ
れ
は
同
時
に
政
府
「
謀
略
」
家
の
勝

利
の
道
で
も
あ
っ
た
。

　
だ
が
、
そ
の
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
反
対
派
が
沈
黙
を
守
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
谷
と
行
動
を
共
に
し
た
郷
士

層
の
間
に
は
、
不
満
と
反
感
が
一
層
大
き
く
波
紋
を
え
が
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
経
済
的
基
礎
構
築
の
最
後
の
段
階
で

あ
る
地
租
改
正
の
施
行
に
よ
っ
て
、
反
対
の
旗
幟
は
鮮
明
に
浮
び
あ
が
る
。
そ
し
て
、
「
謀
略
」
家
た
ち
の
猪
突
的
政
策
が
、
廃
藩

置
県
ま
で
行
を
共
に
し
た
賛
助
者
た
ち
の
間
に
も
よ
う
や
く
不
満
を
っ
の
ら
せ
て
さ
え
き
た
。
そ
れ
が
征
韓
論
と
し
て
爆
発
す
る
。

註
（
１
，
２
）
　
平
尾
道
雄
著
『
民
権
運
動
と
立
志
杜
』

（
３
）
　
池
田
敬
正
「
土
佐
藩
に
お
け
る
安
政
改
革
と
そ
の
反
対
派
」
（
歴
史
学
研
究
　
二
〇
五
号
）

（
４
）
　
『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
四
巻

（
５
）
　
『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
　
一
七
六
頁
。

（
６
）
　
『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
四
巻

（
７
）
　
明
治
文
化
全
集
「
正
史
篇
』
五
七
頁
。

（
８
）
　
郷
士
制
度
は
・
も
と
も
と
土
佐
藩
の
近
世
的
幕
藩
体
制
確
立
の
た
め
に
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
（
松
好
貞
夫
著
『
新
田
の
研
究
』
参
照
）
。

　
そ
の
郷
士
が
・
な
喧
自
ら
近
世
的
体
制
の
破
壊
を
め
ざ
す
討
幕
運
動
に
、
下
士
層
と
立
ち
上
っ
た
か
に
っ
い
て
は
、
共
同
研
究
者
池
田
敬
正
氏
と

　
別
稿
で
取
上
げ
る
予
定
で
あ
る
。

（
９
）
　
『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
　
一
八
○
頁

（
１
０
）
　
『
日
本
農
民
史
料
聚
粋
』
第
四
巻



（
ｕ
）
右
同
書

（
１
２
）
　
「
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
　
一
八
三
頁

（
１
３
）
　
稿
本
『
豊
範
公
記
』

（
１
４
）
　
『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
　
　
一
八
八
九
頁
。

（
１
５
）
　
『
谷
干
城
伝
』

（
１
６
）
　
右
同
書

（
１
７
）
　
『
谷
干
城
遺
稿
」
上
巻
　
一
八
八
貢
。

（
１
８
）
　
『
木
戸
孝
允
文
書
』
第
三
巻

（
１
９
，
２
０
）
　
『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
　
二
〇
九
頁
。

（
２
１
）
　
『
大
久
保
利
通
文
書
』
第
三
巻
　
三
〇
六
頁
、
新
納
立
夫
宛
書
翰
明
治
二
年
十
月
二
十
五
日
。

（
２
２
）
　
宮
地
美
彦
「
明
治
時
代
の
四
国
会
議
」
土
佐
史
談
七
四
－
五
号

（
２
３
）
　
『
片
岡
健
吉
先
生
伝
』
一
七
九
頁
。

（
２
４
）
　
『
谷
干
城
遺
稿
』
下
巻
二
六
－
三
七
頁
。

　
こ
の
「
兵
暇
小
言
」
こ
そ
、
谷
の
当
年
の
思
想
の
集
約
で
あ
る
。
彼
は
断
固
た
る
撰
夷
論
を
ふ
り
か
ざ
し
、
　
「
政
体
総
て
洋
癖
名
は
復
古
と
難
も

　
真
の
御
復
古
に
非
ず
殆
ど
日
本
を
変
し
て
洋
夷
と
為
す
に
至
る
豊
不
悲
哉
」
と
書
き
は
じ
め
て
い
る
。
そ
し
て
、
彼
は
県
知
事
を
旧
慕
時
代
の
．

　
「
代
官
」
と
同
置
し
な
が
ら
、
　
「
朝
政
の
難
有
を
知
ら
令
」
め
ん
た
め
に
、
知
事
、
下
役
人
の
「
藩
撰
」
を
主
張
す
る
。
そ
れ
は
、
木
戸
、
大
久

　
保
が
県
知
事
に
・
「
其
の
能
を
以
て
不
取
且
其
の
下
方
”
者
共
多
は
是
迄
勤
め
来
り
し
手
代
等
を
専
任
致
」
す
こ
と
に
１
対
す
る
批
判
で
あ
っ
た
。

（
２
５
）
　
右
同
書
上
巻
一
九
二
頁
。

（
２
６
）
　
右
同
書
上
巻
三
二
三
頁
。

　
反
民
権
論
と
そ
の
基
盤
（
後
藤
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
　
（
七
二
七
）

岬肺＾

○



　
立
命
館
経
済
学
（
第
五
巻
・
第
六
号
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
　
（
七
二
八
）

　
こ
の
十
八
ヶ
条
の
意
見
は
、
さ
き
の
「
兵
暇
小
言
」
と
同
じ
思
想
に
立
っ
て
い
る
。
彼
は
、
本
文
に
あ
げ
た
ほ
か
、
　
「
洋
人
と
金
銭
取
引
総
て
差

　
止
む
べ
き
事
」
を
主
張
し
、
後
藤
象
二
郎
の
外
国
貿
易
推
進
を
真
向
か
ら
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
木
戸
－
大
久
保
の
開
国

　
推
進
と
も
対
立
す
る
。
木
戸
は
か
か
る
擾
夷
論
は
「
世
間
を
惑
乱
さ
せ
人
心
を
暗
ま
し
誠
以
憤
愁
之
至
」
と
併
藤
博
文
に
書
き
送
っ
て
い
る
（
木

　
戸
孝
允
文
書
第
三
巻
二
八
三
頁
）
。

（
２
８
）
　
右
同
書
上
巻
三
二
〇
頁
。

（
２
９
）
　
「
木
戸
孝
允
文
書
』
第
三
巻
　
三
五
二
頁
。

（
３
０
，
３
１
）
　
平
尾
道
雄
著
『
土
佐
農
民
一
挨
史
考
』
九
二
－
八
頁
参
照
。

（
３
２
）

（
３
３
）

（
３
４
）

（
３
５
）

（
３
６
）

『
谷
干
城
遺
稿
』
上
巻
　
三
三
二
－
九
頁
、
三
年
十
月
二
日
　
板
垣
宛
書
翰
。

宮
地
秀
美
前
掲
稿

右
同
書
下
巻
．
三
三
－
四
頁
「
兵
暇
小
一
言
」
の
一
節
。

平
尾
遭
雄
著
『
土
佐
農
民
一
挨
史
考
』
、
小
野
武
夫
『
維
新
農
民
蜂
起
謂
』

「
木
戸
孝
允
文
書
』
第
三
巻
　
二
九
四
頁
　
明
治
二
年
三
月
廿
七
日
広
沢
兵
助
宛
。

三
三
七
頁
、
明
治
二
年
四
月
廿
九
日

岩
倉
具
視
宛
書
翰

』
－

一‘凸

州帖］

一
一

’


